
入 札 公 告 

 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

                                令和７年１０月６日 

 

                        分任契約担当官 北陸地方整備局 

                         利賀ダム工事事務所長 浮田 博文 

 

１．競争に付する事項 

  （１）件      名   令和７年度利賀ダム工事事務所伐採木売払その２ 

（２）売払物品等の概要    別紙入札説明書のとおり 

 （３）引 渡 期 限    契約代金納入の日から令和７年１２月９日まで 

 （４）引 渡 場 所  富山県南砺市利賀村 資材置場 １箇所 

 （５）入 札 方 法     

     紙入札方式で実施する。 

     入札書に記載する金額は、仕様書に示す予定数量に種類毎の単価を乗じた総価とする。 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて 

得た額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 

額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者 

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税 

及び地方消費税に相当する額を減じた金額を入札書に記載すること。 

     入札執行回数は原則２回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合

は、原則として予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165号）第９９条の２の規定に基づく随

意契約には移行しない。 

 

２．競争に参加する者に必要な資格等に関する事項 

 （１）予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 

 （２）令和７･８･９年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の買受け」のうち「立木 

竹」のＡ、Ｂ又はＣ等級に格付けされた東海･北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 

    ただし、有資格者が「会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の決定を

受けた者」又は「民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の決定を受けた

者」に該当した場合は、次に掲げる書類を提出していること。 

①更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書（写しでも可） 

②許可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合には、それを証明する書類の写し 

③上記②に伴う競争参加資格審査申請書変更届 

 （３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続

き開始の申立てがなされている者でないこと。（上記書類を提出している者を除く。） 

 （４）申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、北陸地方整備局長から指名停止を受けてい 

ないこと。 

 （５）入札説明書添付の入札参加申込書を提出した者であること。 

 （６）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省

が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 （７）入札説明書の交付を直接受けた者であること。 

     ※交付を直接受けた者とは、以下のとおりとする。 

      ・利賀ダム工事事務所から書面又は郵送で交付を受けた者 

 

３．下見 
（１）場 所：富山県南砺市利賀村 資材置場  



 （２）日 時：令和７年１０月 ６日（月） ９時００分から 

                令和７年１０月１７日（金）１６時００分まで 

         （上記日程内で調整するので、下見を希望する場合は事前に電話連絡すること。） 

 （３）連絡先：国土交通省 北陸地方整備局 利賀ダム工事事務所 総務課 経理係 

         （電話番号 ０７６３－３３－４７０１ 内線２２２） 

  

４．競争入札執行について 

  （１）場  所：国土交通省 北陸地方整備局 利賀ダム工事事務所 ２階 入札室 

                  富山県砺波市太郎丸１丁目５番１０号 

 （２）日  時：令和７年１０月２７日（月）１０時００分 

 （３）入札書の提出方法 

：入札書は持参すること。なお、押印を省略する場合は、「責任者及び担当者」 

の氏名及び連絡先を必ず記載すること。 

詳細は入札説明書による。 

 

５．入札保証金等に関する事項 

    入札保証金及び契約保証金 免除 

 

６．その他の事項 

  （１）入札及び契約手続きに使用する言語及び通貨 

     日本語及び日本国通貨に限る。 

  （２）入札の無効 

     競争に参加する資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。 

 （３） 落札者の決定方法 

     予算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格以上の最高価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とする。 

 （４） 契約書作成の要否   

     要 

 （５）入札説明書を交付する場所及び期間 

   ①場 所：〒９３９－１３６３ 富山県砺波市太郎丸１丁目５番１０号 

         国土交通省 北陸地方整備局 利賀ダム工事事務所 総務課 

   ②期 間：令和７年１０月６日（月）から令和７年１０月２４日（金）の土曜日、日曜日及び祝日

を除く毎日９時から１７時まで。 

③方 法：手渡し又は郵送とする。郵送希望者は郵送期間を考慮したうえで切手を貼った返信用の 

封筒を上記場所まで送付すること。（以下参照） 

切手：２７０円分 封筒サイズ：角２形（Ａ４判が入る大きさ） 

 （６）入札参加申込書の提出について 

   ①場 所：同 上 

   ②期 限：令和７年１０月１７日（金）１２時００分 

③方 法：持参又は郵送にて提出すること。 

ただし、押印を省略した申請書等については、電子メールによる提出を認める。 

     なお、押印を省略する場合は、「責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を申請書等に必 

ず記載し、送信後、着信確認を実施すること。 

     詳細は入札説明書による。 

  (７) その他 

   ① 書面より入札箱に投函された入札書については、北陸地方整備局競争契約入札心得第６条第１ 

号各号に該当するものを除き、有効な入札書として取り扱うものとする。したがって、入札金額 

の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えは提起できないものとする。

また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として指名停止措置が講じられるので注意

されたい。 

   ② 代理人が入札を行う場合には、委任状を持参すること。 



   ③ 上記によるもののほか、この競争入札を行う場合において了知し、かつ遵守すべき事は、入札 

説明書及び「北陸地方整備局競争契約入札心得」による。 

   ④ この公告に関する問い合わせ先及び契約条項を示す場所 
国土交通省 北陸地方整備局 利賀ダム工事事務所 総務課 

     電話番号 ０７６３－３３－４７０１ 内線２２３ 


